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お知らせ 11 月

場
所　

周
防
大
島
町
役
場
大
島
庁

舎
（
周
防
大
島
町
小
松
１
２
６
‐
２
）

■
第
２
次
試
験

　

２
月
中
旬
に
予
定

■
採
用
予
定
日

　

平
成
27
年
4
月
1
日

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

総
務
課　

人
事
行
政
班

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
０

東
和
総
合
支
所
宿
直
お
よ
び

日
直
職
員
を
募
集
　

■
募
集
人
数　

　

若
干
名
（
当
番
制
）

■
勤
務
内
容
等

　

電
話
等
の
応
対
や
各
種
届
出
の

受
付
等
の
宿
日
直
業
務
（
簡
単
な

パ
ソ
コ
ン
操
作
の
で
き
る
人
）

■
勤
務
場
所

　

東
和
庁
舎
（
周
防
大
島
町
平
野
）

■
採
用
時
期

　

12
月
１
日
㈪
～
平
成
27
年
３
月

31
日
㈫

※
採
用
期
間
の
更
新
あ
り

■
勤
務
日
等

○
日
直　

土
・
日
・
祝
日
（
年
末
年

始
を
含
む
）
１
か
月
４
日
程
度
、
午

前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分

○
宿
直　

平
日
・
土
・
日
・
祝
日

（
年
末
年
始
を
含
む
）
１
か
月
10
日

程
度
、
午
後
５
時
15
分
か
ら
翌
日

の
８
時
30
分

■
報
酬
等　

町
規
定
に
よ
る

■
申
し
込
み
方
法

　

11
月
25
日
㈫
ま
で
に
履
歴
書
を

郵
送
ま
た
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

〒
７
４
２
‐
２
５
９
２

　

周
防
大
島
町
大
字
平
野
４
１
７

番
地　

周
防
大
島
町
役
場　

東
和

総
合
支
所

■
面
接
日
・
場
所　

　

別
途
通
知
し
ま
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

東
和
総
合
支
所

☎
０
８
２
０
（
７
８
）
１
１
１
０

星
野
哲
郎
記
念
館
パ
ー
ト

従
業
員
を
募
集

■
募
集
人
数　

１
名

■
勤
務
内
容
等

・
受
付
・
館
内
案
内
及
び
清
掃
業

務・
星
野
哲
郎
記
念
館
へ
通
勤
可
能

な
18
歳
以
上
50
歳
く
ら
い
ま
で
の

方
。（
未
成
年
の
場
合
は
保
護
者
の

同
意
が
必
要
で
す
。）

・
土
日
祝
日
、
盆
、
年
末
年
始
の

勤
務
可
能
な
方
（
但
し
、
シ
フ
ト

の
関
係
に
よ
り
、
休
暇
の
場
合
も

あ
り
ま
す
。）

■
勤
務
場
所

　

星
野
哲
郎
記
念
館

■
採
用
時
期

　

平
成
27
年
３
月
末
ま
で

※
採
用
期
間
の
更
新
あ
り

■
勤
務
日
等

　

週
２
～
３
日
程
度
（
土
日
祝
日

等
含
む
月
９
～
10
日
程
度
の
出

勤
）
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

30
分

■
申
し
込
み
方
法

　

12
月
１
日
㈪
午
後
５
時
ま
で

に
、
履
歴
書
を
郵
送
ま
た
は
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

※
提
出
さ
れ
た
履
歴
書
の
返
却
は

い
た
し
ま
せ
ん
の
で
、
予
め
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

〒
７
４
２
‐
２
３
０
１

　

周
防
大
島
町
大
字
久
賀
５
１
３
４

　

周
防
大
島
町
役
場　

産
業
建
設
部

　

商
工
観
光
課　

公
共
施
設
管
理
班

■
面
接
日
・
場
所　

　

別
途
通
知
し
ま
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

商
工
観
光
課　

公
共
施
設
管
理
班

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
０
３

平成 27 年版山口県民手帳（予約不要）
　予約をしなくても、政策企画課、各総合支所・

出張所で購入できます。

　　◆サイズ　縦 14×横８センチメートル
　　◆販売価格　５００円（税込み）
　　◆販売開始予定　11 月中旬
　　◆問い合わせ　政策企画課
　　☎０８２０（７４）１００７

　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
や
役

場
な
ど
の
公
的
機
関
を
か
た

る
不
審
な
電
話
が
、
あ
と
を

絶
ち
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
、
県
内
で
も
消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
を
名
乗
り
、

「
個
人
情
報
が
流
出
し
て
い

ま
す
。」
と
慌
て
さ
せ
、
次

に
別
の
事
業
者
な
ど
が
「
個

人
情
報
削
除
に
係
る
費
用
」

を
だ
ま
し
取
ろ
う
と
す
る
も

の
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
医
療
費
の
還
付

金
が
振
り
込
ま
れ
る
」
と
思

わ
せ
て
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
操
作
さ

せ
、
自
分
の
預
金
口
座
か
ら

見
知
ら
ぬ
相
手
へ
送
金
さ
せ

る
手
口
が
あ
り
ま
す
。

　

他
に
も
、「
国
勢
調
査
」

な
ど
を
騙
っ
て
、家
族
構
成
、

年
齢
、
預
金
高
や
預
け
先
な

ど
の
資
産
状
況
等
を
、
言
葉

巧
み
に
聞
き
出
そ
う
と
す
る

不
審
電
話
も
、
複
数
発
生
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
、「
個
人
情

報
削
除
」「
医
療
費
の
還
付
」

「
個
人
情
報
の
調
査
」
な
ど

の
不
審
な
電
話
に
対
し
て

は
、
た
と
え
公
的
機
関
を
名

乗
っ
た
と
し
て
も
、
相
手
の

話
を
う
の
み
に
し
て
は
い
け

ま
せ
ん
。
す
ぐ
に
答
え
ず
、

相
手
の
氏
名
、
担
当
部
署
、

電
話
番
号
、
調
査
名
称
な
ど

を
確
認
し
、
一
旦
電
話
を
切

り
ま
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
、
相
手
か
ら
教
え

ら
れ
た
電
話
番
号
で
は
な

く
、
自
分
で
調
べ
た
担
当
部

署
の
電
話
番
号
に
か
け
て
、

事
実
の
確
認
を
し
ま
し
ょ

う
。
ま
た
、
ご
不
審
の
際
は

迷
わ
ず
消
費
者
相
談
窓
口
や

警
察
に
相
談
す
る
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

か
し
こ
い
消
費
者

めざせ！

公
的
機
関
を
か
た
る
不
審
電
話
に
注
意
！

相
談
は　

山
口
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　

☎
０
８
３
（
９
２
４
）
０
９
９
９

ま
た
は
町
商
工
観
光
課　
　

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
０
３


